
道路交通法施行規則の一部改正による教習カリキュラム変更について 

旧教習カリキュラム

令和7年10月31日までに教習開始の場合
新教習カリキュラム

令和7年11月1日以降教習開始の場合

第一段階

MT車による場内教習15時限以上

AT車による修了検定

仮免学科試験

AT車による卒業検定

合 格

運転免許センター学科試験

第二段階

MT車による路上教習 19時限以上

仮運転免許証の交付

運転免許証の交付

第一段階

すべてAT車による場内教習1２時限以上

第二段階

AT車による路上教習 19時限以上

ＡＴ車の限定解除教習

MT車による場内教習 ４時限以上

技 能 審 査

MT車による卒業検定

合 格

MT車による修了検定

「教習カリキュラム変更」に伴い、当所では 11月1日㈯以降教習開始の場合は、教習及び検定はす

べてAT車での教習となります。

( AT限定免許を希望される方は、従来通りで変更はありません。 )
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